
■第４次市民自治推進会議　報告書の構成について

・報告にあたって（前書き） Ⅰ　本報告書の位置付け

・第31～33条によるものであること

・目次

Ⅱ　報告事項

１　評価及び検討の概要 １　施策・制度等の整備・運用状況について

(1) 目的 (1) 評価

・札幌市の施策・制度の整備及び運用の状況の評価（第31条）

・5年を超えない期間ごとに行う条例の規定についての検討（第32条） 　（評価には客観的・定量的なデータが必要）

・評価及び検討を行うための仕組みとしての市民自治推進会議（第33条）

(2) 必要な見直し

(2) 施策・制度の評価方法 ・評価のために必要なデータや統計を収集する仕組み・取り組みの整備

・条文と市の施策･制度を照らし合わせて検討

　観点により評価を実施

・改善のための方向性等を提示

(3) 条例の規定についての検討の視点

(4) 評価及び検討の工程

・第1回から最終回（第9回を予定）までの各回における議事等の概要を掲載

２　札幌市の施策・制度の整備及び運用の状況について

・会議で報告した札幌市の取組を、章(節)ごとに掲載

・各取組に関する概要、目標、実績等の内容を掲載

３　条例第32条に基づく条例の規定についての検討結果 ２　条例の規定の見直し等について

・改正の要否（要の場合、改正すべき項目・趣旨等）を掲載 (1) 字句修正・修文が必要なもの

(2) 内容の変更が必要なもの

４　条例第31条に基づく施策・制度の評価の結果 (3) 新規追加（加筆）が必要なもの

・各委員の意見を項目ごとにまとめ、文章化して掲載

・資料集 Ⅲ　まとめ・あとがき

(1) 札幌市自治基本条例　　　　　　　(2) 札幌市市民自治推進会議規則

(3) 第4次市民自治推進会議委員名簿　 (4) 第4次市民自治推進会議の概要・資料

・市の説明、過去の指摘事項に対する取組状況、客観的な指標など多角的な

②委員提示案

第８回市民自治推進会議　資料４

（作業記入欄）

・評価するためのデータが足りない⇒条例が機能しているか否かの評価が不能

　ex.パブコメの評価手法、行政評価の分析、附属機関の構成員割合の適否　等々

①事務局提示案


